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旨

本
法
律
案
は
、
畜
産
業
を
取
り
巻
く
国
際
経
済
環
境
の
変
化
等
に
鑑
み
、
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
た
め
、
畜
舎
等
の
建

築
等
及
び
利
用
に
関
す
る
計
画
の
認
定
制
度
を
創
設
し
、
当
該
認
定
を
受
け
た
計
画
に
基
づ
き
建
築
等
が
さ
れ
、
及
び
利
用
さ

れ
る
畜
舎
等
に
関
す
る
建
築
基
準
法
の
特
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
「
技
術
基
準
」
及
び
「
利
用
基
準
」
の
定
義

「
技
術
基
準
」
と
は
、
畜
舎
等
の
構
造
等
に
つ
い
て
、
利
用
基
準
に
適
合
す
る
畜
舎
等
の
利
用
の
方
法
と
相
ま
っ
て
、
安

全
上
等
の
支
障
が
な
い
こ
と
等
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
必
要
な
基
準
を
い
う
こ
と
と
し
、
「
利
用
基
準
」
と
は
、
畜
舎
等

の
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
、
安
全
上
等
の
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
を
い
う
こ
と
と
す
る
。

二
、
畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定
等

１

畜
舎
建
築
利
用
計
画
の
認
定

畜
舎
等
に
つ
い
て
、
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
建
築
等
を
し
、
及
び
利
用
基
準
に
従
っ
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
畜
舎
建
築
利
用
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
都
道



二

府
県
知
事
は
、
当
該
申
請
に
係
る
畜
舎
建
築
利
用
計
画
が
技
術
基
準
及
び
利
用
基
準
等
（
そ
の
床
面
積
が
、
省
令
で
定
め

る
規
模
以
下
で
あ
る
畜
舎
等
に
あ
っ
て
は
、
技
術
基
準
を
除
く
。
）
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
認
定
を
す
る
こ
と

と
す
る
。

２

建
築
基
準
法
令
の
適
用
除
外

認
定
畜
舎
等
（
１
の
認
定
を
受
け
た
畜
舎
建
築
利
用
計
画
に
係
る
畜
舎
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
令

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
認
定
計
画
実
施
者
の
監
督
等

二
の
１
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
計
画
実
施
者
」
と
い
う
。
）
は
、
認
定
畜
舎
等
の
利
用
の
状
況
に
つ
い
て
、

定
期
的
に
、
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
違
反
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要
な
認
定
計
画
実
施

者
等
に
対
す
る
措
置
命
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。


